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対象貨物・役務

窒素ガス発生装置

システム・インスツルメンツ製 10E― SDA― S

判定 (2019。 1.9施行法令準拠 )

輸出令別表第一の 1項～15項

同

外為令別表の

同

16項

1項～15項

16項

対象外

該当

対象外

対象外

判定理由

対象貨物は、窒素ガスを発生する装置である。 エアコンプレッサーと組み合わせて用い、エアを送り込
むと窒素のみを抽出できるようになっている。

輸出令について

規制対象品目は輸出令別表第一の 1項～15項に限定列挙されているところ、窒素を発生する装置はそ

れらの品目のいずれでもない。 よって、対象貨物は輸出令別表第一の 1項～15項について対象外と判
定する。

外為令について

対象貨物には、いかなる技術情報・データ類も付属しない。 よって、外為令別表について対象外と判
定する。

添付資料

1.項 目別対比表 (全 1頁 )
2.対象貨物資料 (全 3頁 )



輸出貿易管理令 別表第一 項目別対比表 (該非判定用)

輸出令別表第一で明らかに規制されていない貨物

注意事項

※ 判定欄で 「はい」にチェックした場合は、関係する項目別対比表で、

※ 判定欄で「いいえJにチェックした場合でも、食品や本材等を除き、
キャッチオール規制 (用途・需要者)について確認すること。

(作成年月日 :令和元年 5月 7日 )

柚木行政書士事務所

貨 物 名 :窒素ガス発生装置

メーカー名 :システム・インスツルメンツ

型及び銘柄 :10E―SDA S

該非判定をすること。本シー トは使用できないっ

輸出令別表第二 (ホワイト国)以外に輸出する場合は、

2019.1.9施 行 準拠

輸 出 令 別 表 第 一 関 連
判 定 欄

(いずれかをマーク)
貨物の内容“理由等

輸出令別表第一の 1～ 15の項

及び

貨物等省令第 1条から第 14条

に該当する貨物か ?

は い いいえ

窒素ガス発生装置は、別一の 1項

～15項に掲げらていない










